
保健センターだより

問合せ　市保健センター（☎２４－８４２０、☎２４－８０１０）

相
　
談

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
就
労
相
談
窓
口
・

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
（
相
談
無
料
）

　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
球
磨
ブ
ラ
ン

チ
で
は
、
人
吉
球
磨
地
域
の
人
材

お
し
ご
と
出
張
相
談
会

in
サ
ポ
ス
テ
（
要
予
約
）

　

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

や
つ
し
ろ
で
は
、
求
職
中
の
皆
さ

ん
の
心
配
事
や
不
安
に
寄
り
添

い
、「
働
き
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
を
応
援
す
る
た
め
、
出
張
相
談

▲�詳しくは
こちら

熊本県警察
人吉警察署ホームページ

問合せ　人吉警察署地域課
　　　　（☎２４－４１１０）

　ミニ広報紙などを掲
載しています。
　防犯・交通安全など
にご活用ください。

就
活
や
仕
事
に
使
え
る

パ
ソ
コ
ン
講
座
（
要
予
約
）

　

就
職
活
動
や
仕
事
で
必
要
と
な

る
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
的
な
ス
キ
ル

を
学
び
ま
す
。
初
心
者
で
も
安
心

し
て
参
加
で
き
る
内
容
で
す
。

期
日　

11
月
19
日
㈬

時
間　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

場
所　

県
球
磨
地
域
振
興
局

対
象　

15
～
49
歳
の
求
職
者

参
加
費　

無
料

申
込
・
問
合
せ　

若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
つ
し
ろ
（
☎

０
９
６
５
‐
37
‐
８
７
３
９
）

シ
ニ
ア
の
た
め
の

ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー
セ
ミ
ナ
ー

　

化
粧
を
す
る
こ
と
に
よ
る
脳
の

活
性
化
と
、
健
康
に
美
し
く
な
る

た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま

す
。

期
日　

12
月
５
日
㈮

時
間　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分場
所　

カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
会
議

室対
象　

60
歳
以
上
の
人

定
員　

20
人

参
加
費　

無
料

申
込
方
法　

連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
あ
る
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か

申
込
書
を
郵
送
か
フ
ァ
ク
ス
で
お

送
り
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
市
高

齢
者
支
援
課
（
市
役
所
１
階
６
番

窓
口
）、
人
吉
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。

申
込
期
限　

11
月
25
日
㈫

申
込
・
問
合
せ　

公
益
社
団
法
人

熊
本
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

連
合
会

〒
８
６
０
‐
０
８
４
２　

熊
本
市

中
央
区
南
千
反
畑
町
３
番
７
号

　

熊
本
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

３
階
（
☎
０
９
６
‐
３
１
２
‐

３
３
１
０　

℻
０
９
６
‐
３
１
２

‐
３
３
１
２
）

▲�申し込み
はこちら

確
保
や
マ
ッ
チ
ン
グ
の
た
め
事
業

所
・
求
職
中
の
皆
さ
ん
を
支
援
し

て
い
ま
す
。
応
募
書
類
作
成
方
法

や
就
労
の
こ
と
な
ど
、
ど
ん
な
こ

と
で
も
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

※
予
約
が
必
要
で
す
。

対
象
者　

求
職
・
転
職
希
望
者
や

そ
の
家
族
、
学
校
の
先
生
、
採
用

活
動
中
の
事
業
所
な
ど
。
年
齢
制

限
な
し
。

日
時　

平
日
（
祝
日
を
除
く
）
午

前
10
時
～
午
後
５
時

場
所　

県
球
磨
地
域
振
興
局
３
階

出
張
相
談
会

期
日　

11
月
21
日
㈮

時
間　

午
後
１
時
15
分
～
３
時

場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
球
磨
会
議

室
（
下
薩
摩
瀬
町
）

申
込
・
問
合
せ　

ジ
ョ
ブ
カ

フ
ェ
・
球
磨
ブ
ラ
ン
チ
（
☎
22
‐

０
５
５
５
）

会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

15
～
49
歳
の
求
職
者
と

そ
の
家
族

期
日　

①
11
月
７
日
㈮

②
11
月
11
日
㈫　

③
11
月
18
日
㈫

時
間　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30

分場
所　

①
県
球
磨
地
域
振
興
局

②
人
吉
市
役
所
相
談
室

③
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
球
磨
会
議
室

（
下
薩
摩
瀬
町
）

申
込
・
問
合
せ　

若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
つ
し
ろ
（
☎

０
９
６
５
‐
37
‐
８
７
３
９
）

▲�詳しくは
こちら

特
設
人
権
相
談
所

　

人
吉
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

（
熊
本
地
方
法
務
局
人
吉
支
局
）

で
は
、
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。
家
庭
内
の
も
め
ご

と
、
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
女
性

や
子
ど
も
に
対
す
る
虐
待
・
差
別

な
ど
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
相
談

事
業
継
承
相
談
会

　

後
継
者
問
題
に
悩
む
事
業
者
へ

の
ア
ド
バ
イ
ス
や
支
援
を
行
う
相

談
会
で
す
。
熊
本
県
事
業
継
承
・

引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
実
務
に

精
通
し
た
専
門
家
が
秘
密
厳
守
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。
後
継
者
が
決

ま
っ
て
い
る
事
業
者
も
相
談
で
き

ま
す
。

※
完
全
予
約
制
で
す
。
電
話
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

期
日　

11
月
10
日
㈪

時
間　

①
午
前
10
時
30
分
～
正
午

　
　
　

②
午
後
１
時
～
２
時
30
分

　
　
　

③
午
後
２
時
30
分
～
４
時

場
所　

市
役
所
２
階
相
談
室

申
込
・
問
合
せ　

市
商
工
観
光
課

商
工
係

に
応
じ
ま
す
。

期
日　

12
月
４
日
㈭

時
間　

午
前
９
時
～
正
午

場
所　

市
役
所
２
階
２
０
１
会
議

室相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

問
合
せ　

熊
本
地
方
法
務
局
人
吉

支
局
（
☎
22
‐
３
３
９
３
）

不妊治療費を助成します

問合せ　保健総務係

　市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽
減するため、不妊治療費を助成※しています。助成
を受けるには申請が必要です。申請を検討中の人は、
早めに市保健センターまでご相談ください。来庁す
るときは、事前に電話か市公式LINEで予約してく
ださい。

対象者（要件すべてに当てはまる人）
・申請日の１年以上前から本市に住所があり住んでいる人（夫婦のどちらか）
・医療保険に加入している人（夫婦とも）
・世帯員に市税滞納がない人
・他市町村から不妊治療費の助成を受けていない人

※�助成対象治療（保険適用分）のうち自己負担額に
対し助成。高額療養費や付加給付金などを除いた
額が対象。直接治療に関係しない費用は対象外。

　助成対象外となる治療など、要件があります。詳
しくは市ホームページをご覧になるか市保健セン
ターにお問い合わせください。

一般不妊治療助成事業

助成対象治療
（保険適用分）

人工授精 体外受精・顕微授精・男性不妊治療

上限４万円（通算） １回あたり上限５万円助成額

特定不妊治療助成事業

－ 助成回数

初回助成を受けた時の治療開始日の
妻年齢で異なります。

６回まで ３回まで40 歳未満 40才以上
43歳未満

治療終了から１年以内申請期限

例） 終了日

令和７年
５月 17日

令和８年
５月 16日

申請期限

治療終了日が属する年度の３月 31日まで
（３月の治療終了分は翌月 30日まで）

例） 終了日

令和７年
10月 19日

令和８年
３月 31日

申請期限

例） 終了日

令和８年
３月 15日

令和８年
４月 30日

申請期限

治療開始日の妻年齢が
41 歳未満の人

治療開始日の妻年齢が
43 歳未満の人対象者

▲ �市ホームページ ▲ �市ホームページ
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